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吉身学区の人口動態 

（令和３年９月１日現在） 
 
■世帯数 ７，１５５世帯 

〈前月比    －４〉 

■人 口 １７，４５２人 
〈前月比   －１３〉 

発 行 吉身学区まちづくり推進会議 

事務局 守山市立吉身公民館（守山市吉身三丁目２番８号）  

     TEL 077-583-1650  FAX 077-582-0496 

E-mail : yoshimikaikan@city.moriyama.lg.jp 

 

 

 

自治連合会地域社会活動表彰 
  

 

地域の振興に寄与され、自治会活動の推進に多大なる功労があったため、 

吉身学区より下記の方が表彰を受けられます。おめでとうございます。 

中村 公 様（岡） 
   

 
 

   

 
  

 

 

 

 

 
１ ごみの分別区分が変わります 

これまでのトレイ類と破砕ごみの内、プラスチ

ック製品、ゴム・皮革製品、繊維類が焼却ごみに

なります。 

家電、金属を含むもの、陶磁器、ガラス製品は

破砕ごみです。何でも焼却ごみになるわけではあ

りません。 

 品目 今までの分別 

焼
却
ご
み 

生ごみ、紙くず、木質ごみ 焼却ごみ 

容器包装プラスチック トレイ類 

プラスチック製品 破砕ごみ 

ゴム・皮革製品、繊維類 

破
砕
ご
み 

家電類（家電 4品目を除く） 

小型金属類 

陶磁器・ガラス類 

金属を含む複合品等 

 

２ 指定ごみ袋が変わります 

 〇 焼却ごみ指定袋（水色半透明） 

   大（45Ｌ）450円、中（30Ｌ）300円、 

   小（15Ｌ）150円 

 〇 破砕ごみ指定袋（透明、文字色が紺色） 

   大（45Ｌ）450円、小（30Ｌ）300円 

  

※今までの焼却ご 

 み指定袋、破砕 

ごみ指定袋はそ 

のまま使用でき 

ます。 

 

 

 

 

３ トレイ類指定袋の差額交換を行います 

トレイ類指定袋は 10月１日以降、使用できません。

指定袋が残っている場合は、新たな指定ごみ袋と差額

交換を行います。 

交換期間   

令和３年 10月１日から令和４年３月 31日まで 

交換場所   

市役所（市民協働課）、ごみ減量推進課（交流拠点施

設内）、吉身会館  

※いずれも開庁時間にお越しください 

・登録販売店では差額交換は行いません。 

・粗大ごみ処理券との交換はできません。 

・現金との交換も行いません。 

お問合せ先：守山市ごみ減量推進課 ☎077-584-4692 

10 月１日からごみの分別 

などが変わります 

  

 

 

 

９月６日（月）および 27日（月）に、岡・吉身地

下道で交通安全啓発の立哨を行いました。 

吉身学区各自治会の自治会長を中心に地下道出入

口の南北に分かれて、朝のあいさつと自転車からの降

車通行の呼びかけを実施しました。通行者の多くは守

山中学校の生徒たちでしたが、みなさん気持ち良くあ

いさつを返してくれましたよ。自転車に乗ったまま通

行するとスピードが出て、思わぬケガや事故につなが

りかねません。通勤・通学時間帯など急ぐ気持ちはみ

んな同じですが、少し早く出発することで心にゆとり

を持って行動したいものですね。 

降車通行にご理解ご協力をお願いいたします。 

『LINE』友だち登録をお待ちしています！ 
まちづくり新聞やほっとステーション、 

公民館講座などの情報を月１～２回程 

度配信しています。 

右記のQRコードを読み取り、友だち 

登録をお願いします。 


